
 
 
相良村では、昨年度村で整備した光ファイバを利用して、村内に住所を有する方及び村

内事業所向けに光インターネットサービスを運営しております。 
 
サービス概要 
 

接 続 回 線 

＋ 

メールアドレス  
 

月額４,５１５円 

（つなぎ放題） 

最大通信速度※ 

１００Mbps 

世帯人数×２個 
 

ホームページ 

１００MB 
※ ベストエフフォート型のサービスです。 

※ 最大通信速度は、閲覧するサイトへの接続状況によって、速度が落ちる場合があります。 

※ 月額使用料は毎月２８日に指定の口座から引落しとなります。 

接続（引込、宅内）工事 

 相良村では行政サービスの一環として、災害や行政からの情報を

提供する光ファイバを利用した告知端末を全家庭（相良村に住民票

がある方）に無料で設置しております。 
 この告知端末がインターネット接続に必要な機器（ルーター）となり

ます。 
＊ 転入等で相良村に居住された場合は、届出を行っていただき村が設置工事を行い

ます。 
＊ 事業所の場合は、村内に事務所を有し相良村が運営する光ブロードバンドに加入し

ていただくことを条件とし無料で村が工事を行います。 
＊ 告知端末機（ルーター）から先（ＬＡＮ，無線機、パソコン等）は個人負担となります。 

申込方法 

（既に告知端末機が自宅に設置してある場合） 
① 相良村光ブロードバンドサービス申込書 
② 口座振替依頼書 
以上２書類を役場総務課へ提出してください。 

（転入等の場合）＊告知端末機（ルーター）未設置の場合 
① 相良村情報ネットワーク告知端末機等利用申込書 
② 相良村光ブロードバンドサービス申込書 
③ 口座振替依頼書 
以上３書類を役場総務課へ提出してください。 
なお、地上デジタル放送難視聴地域にお住まいになられる方は地デジ対策機利用申込

書の提出も必要となります。 
★ サービスを休止若しくは中止する場合は、役場総務課へ届出が必要です。月途中で

中止した場合は、中止した日の属する月分までの使用料をお支払いただきます。 

お問合せ先 

 相良村役場 総務課 企画情報係 ℡３５－０２１１ 
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★その他有料オプション 

独自ドメインサービス 
月額 2,100 円（税込） 

独自ドメインサービスでは、メールアドレスを無制限に発行されたい場合やお好

きなドメインでホームページの開設を行いたい方に最適です。 
例）http://www.○○○.jp でホームページ開設 
  XXXXXX@○○○.jp でメールアドレスを利用 

固定ＩＰサービス 
月額 2,500 円（税込） 

自宅や社内でＷＥＢサーバを立てたい場合や固定ＩＰを使用するオンラインゲー

ムへ参加したい方に最適です。 
詳細な内容は、℡４７－０２３４（委託業者：イクストライド）までお問い合わせください。 

（注）家屋の増改築・新築等により告知端末機・ＯＮＵの位置を変更する場合は 

必ず役場総務課へご連絡ください 

★告知端末機の設置場所は、ボタンを押していただく

ことがある場合がありますので、手の届く高さにでき

る限りお願いします。 
★地デジ対策は、難視聴であると認定（国）された地域

にお住まいの方で実際に地デジ視聴が困難な世帯

に限ります。 

http://www.

